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調査計画
(案) 調査計画

標本設計を含め
⼀元的にＨＰ掲載

詳細の企画・調査準備 実査 審査・集計 公表

Ｄ

・調査毎のマニュアル整備・改定
(要求事項に沿った⼿続も含む)

↓
・⺠間委託の仕様書作成・⼊札・
契約
・審査・集計システムの設計
・調査従事者への指⽰・研修 等

標準的マニュアル整備（総務省）
要求事項のとりまとめ

（統計委員会）

事後検証（点検・評価）
↓

実施結果を振り返り、調査の基本的枠組
の妥当性を検証。必要に応じ、改善⽅針を
検討

調査の基本的枠組＝調査計画策定

調査計画に基づく調査実施プロセス

要求事項に照らし、重要（⼜はリスク⾼い）統計の調査実施プロセス
について、統計監理官が第三者監査を実施

（統計委員会が実施⽅針等を策定）

C 調査の基本的枠組（調査計画）
の妥当性をチェック

調査の基本的枠組に関わる事項

・調査関係⽤品の作成、
発送等
・調査票の配布回収、督
促。
・データ⼊⼒

・審査内容、スケジュールの検討、
審査の実施。
・集計様式の作成、集計上の取扱
いの検討、集計作業の実施。
・ドキュメント類の整備

・公表資料の
作成
・ＨＰ掲載作
業

監査で指摘があれば、
各府省において実施プロ
セスを改善
（監査結果は統計委員
会へ報告）

調査計画変更
（事後検証を活⽤）

A
事後検証の結果
を反映し、調査を
改善

実施プロセス⾒直し
（調査毎の
マニュアル改定等）

政府横断的な取組 （⺠間活⽤ガイドライン、分析的審査の導⼊、⾒える化検査 ）

A

統計作成プロセス改善の取組 （イメージ）
 調査の基本的枠組を中⼼としたＰＤＣＡサイクルの確⽴ 【品質の企画、維持、改善】
 調査計画に基づく調査実施プロセスに対する要求事項の設定、第３者監査の実施 【品質の保証】

【資料７】


